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6.2.2  騒音 

騒音に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-11～表 6.2-14 に

示すとおりである。 

 

表 6.2-11 騒音（建設機械の稼働）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

騒音 建設機
械の稼
働 

調査すべ
き情報 

1)騒音の状況 

2)地表面の状況 

工事の実施
に当たって
は、一般的な
工法を採用
し、一般的な
建設機械を
使用するた
め、主務省令
に基づく参
考手法を選
定する。 
 
 
 
 
 
 
【図 6.2-11】 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に

よる方法とする。 

1)騒音の状況 

[現地調査] 「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成 27年 10月、環境省）に

示される方法に基づき騒音を測定し、その結果の整理及び解析を行う方法とする。 

2)地表面の状況 

[現地調査] 現地調査での目視により、調査地点周辺の地表面の状況を確認する。 

調査地域 建設機械の稼働による騒音の影響を受けるおそれがある地域とし、影響要因及び音

の伝搬の特性を踏まえ、対象事業実施区域及び近隣住居地区周辺を包含する範囲と

する。 

調査地点 調査地域における騒音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果

的に把握できる地点とする。現地調査地点は、近隣住居地区近傍の環境騒音を把握

できるよう設定した。 

1)騒音の状況 

[現地調査] 対象事業実施区域周辺の 1地点とする(環境騒音)。 

2)地表面の状況 

[現地調査] 1)騒音の状況の現地調査地点とする。 

調査期間
等 

調査地域における騒音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果

的に把握できる期間及び時期とする。 

1)騒音の状況 

[現地調査]1年間を通じて平均的な状況と考えられる 1日とし、平日の 24時間毎時

測定とする。 

2)地表面の状況 

[現地調査] 1)騒音の状況と同様とする。 

予測の基
本的な手
法 

本事業で稼働する建設機械を対象とし、施工計画に基づく建設機械の稼働の程度か

ら騒音の発生状況を想定して音の伝搬理論に基づく予測式（日本音響学会の ASJ 

CN-model 2007）により影響の程度を計算する方法とする。 

環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも

のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 建設機械の稼働による騒音の影響を受けるおそれがある地域とし、調査地域と同じ

とする。 

予測地点 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握でき

る地点とし、対象事業実施区域の敷地境界及び 1)騒音の状況の現地調査地点とす

る。 

予測対象 
時期等 

稼働台数が最大となる等、建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる

時期とする。 

評価の手
法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、環境要素に及ぶおそ
れがある影響が、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減され、必要に応じその
他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて
評価する。 
[基準又は目標との整合性] 
「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」と予測結果を比較し、
その整合について評価する。なお、夜間工事に伴う騒音については、「騒音に係る
環境基準」との整合について検討する。 

主務省令に
基づき選定
する。 
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図 6.2-11 騒音（建設機械の稼働）に係る調査地点位置図 
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表 6.2-12 騒音（資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

騒音 資材及
び機械
の運搬
に用い
る車両
の運行 

調査すべ
き 
情報 

1)騒音の状況 
2)沿道の状況 
3)その他（交通量の状況） 

工事の実施
に当たって
は、資材及び
機械の運搬
には一般的
な車両を使
用するため、
主務省令に
基づく参考
手法を選定
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図 6.2-12】 
 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に
よる方法とする。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による測定結果の情報の収集並びに当該情報の整
理及び解析とする。 

[現地調査] 「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成 27年 10月、環境省）に
示される方法に基づき騒音を測定し、その結果の整理及び解析を行う方法とする。 

2)沿道の状況 
[現地調査] 現地調査での目視により、道路断面構造、法定速度、沿道の利用状況を
確認する。 

3)その他（交通量の状況） 
[現地調査] 1)騒音の状況の現地調査時に、車種別、上下線方向別に毎時間の交通量
及び平均走行速度を計測する方法とする。 

調査地域 資材等運搬車両の運行による騒音の影響を受けるおそれがある地域とし、音の伝搬
の特性を踏まえて、資材等運搬車両の走行ルートとして想定される道路沿道とす
る。 

調査地点 調査地域における騒音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果
的に把握できる地点とする。現地調査地点は、資材等運搬車両の走行が想定される
空港アクセス道路を考慮し、設定した。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 対象事業実施区域周辺の 24地点とする(道路交通騒音)。 
[現地調査] 対象事業実施区域周辺の 2地点とする(道路交通騒音)。 
2)沿道の状況 
[現地調査] 1)騒音の状況の現地調査地点と同様とする。 
3)その他（交通量の状況） 
[現地調査] 1)騒音の状況の現地調査地点と同様とする。 

調査期間
等 

調査地域における騒音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果
的に把握できる期間及び時期とする。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 1年間を通じて平均的な状況と考えられる 1日とし、平日の 24時間毎
時測定とする。 

2)沿道の状況 
[現地調査] 1）騒音の状況と同様とする。 
3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 1）騒音の状況と同様とする。 

予測の基
本 
的な手法 

本事業で運行する資材等運搬車両を対象とし、施工計画に基づく資材等運搬車両の
運行の程度から騒音の発生状況を想定して音の伝搬理論に基づく予測式（日本音響
学会の ASJ RTN-model 2018）により影響の程度を計算する方法とする。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも
のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 資材等運搬車両の運行による騒音の影響を受けるおそれがある地域とし、調査地域
と同じとする。 

予測地点 1)騒音の状況の現地調査地点と同じとする。 

予測対象 
時期等 

運行台数が最大となる等、資材等運搬車両の運行による騒音に係る環境影響が最大
となる時期とする。 

評価の手
法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、環境要素に及ぶおそ
れがある影響が、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減され、必要に応じその
他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて
評価する。 
[基準又は目標との整合性] 
「騒音に係る環境基準」あるいは騒音規制法に基づく「自動車騒音の要請限度」と
予測結果を比較し、その整合について評価する。 

主務省令に
基づき選定
する。 
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図 6.2-12 騒音（資材等運搬車両の運行）に係る調査地点位置図 
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表 6.2-13 騒音（航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

騒音 航空機
の運航 

調査すべ
き情報 

騒音の状況 当該飛行場

の利用を予

定する航空

機について

は、一般的な

運航が行わ

れるため、主

務省令に基

づく参考手

法を選定す

る。 

 

【図 6.2-13】 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に

よる方法とする。 

[文献その他の資料調査] 各自治体による測定結果の情報の収集並びに当該情報の整
理及び解析とする。 

[現地調査] 「航空機騒音測定・評価マニュアル」（平成 27年 10月、環境省）に基

づき騒音を測定し、その結果の整理及び解析を行う方法とする。 

調査地域 航空機の運航による騒音の影響を受けるおそれがある地域とし、航空機の飛行コー

スを踏まえ影響が想定される対象事業実施区域の周辺とする。 

調査地点 調査地域における騒音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果

的に把握できる地点とする。現地調査地点は、想定する飛行経路及び住居等が集ま

っている地点を考慮し、設定した。 

[文献その他の資料調査] 対象事業実施区域周辺の 9地点とする(航空機騒音)。 
[現地調査] 対象事業実施区域周辺の 12地点(航空機騒音)とする。 

調査期間
等 

調査地域における騒音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果

的に把握できる期間及び時期とする。 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 夏季及び冬季の年 2回、各 7日間とする。 

予測の基
本的な手
法 

航空機の飛行及び地上走行、駐機中に稼働する APU（補助動力装置）、エンジン試運

転等を対象とし、現況及び将来の航空機の発着回数及び飛行経路、エンジン試運転

の位置及び回数等から、「国土交通省モデル」により影響の程度の計算を行う方法と

する。 

環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも

のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 航空機の運航による騒音の影響を受けるおそれがある地域とし、調査地域と同じと

する。 

予測対象 
時期等 

航空機の発着回数が最大となり、航空機の運航による騒音の影響が最大となると見

込まれる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、航空機騒音の影響が、

事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応じその他

の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて評

価する。 

なお、防衛省の佐賀駐屯地（仮）を利用する自衛隊機から発せられる騒音値との累

積評価についても実施する。 

[基準又は目標との整合] 

「航空機騒音に係る環境基準」と予測結果を比較し、その整合について評価する。 

主務省令に

基づき選定

する。 
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図 6.2-13 騒音（航空機の運航）に係る調査地点位置図 
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表 6.2-14 騒音（飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

騒音 飛行場
の施設
の供用 

調査すべ
き情報 

1)騒音の状況 
2)沿道の状況 
3)その他（交通量の状況） 

飛行場を利
用する車両
は一般的な
車両である
ため、標準的
な手法を選
定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 6.2-14】 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に
よる方法とする。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 各自治体による測定結果の情報の収集並びに当該情報の整
理及び解析とする。 

[現地調査] 「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」（平成 27年 10月、環境省）に
示される方法に基づき騒音を測定し、その結果の整理及び解析を行う方法とする。 

2)沿道の状況 
[現地調査] 1)現地調査での目視により、道路断面構造、法定速度、沿道の利用状況
を確認する。 

3)その他（交通量の状況） 
[現地調査] 1)騒音の状況の現地調査時に、車種別、上下線方向別に毎時間の交通量
及び平均走行速度を計測する方法とする。 

調査地域 飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による騒音の影響を受けるおそれがある
地域とし、音の伝搬の特性を踏まえて、飛行場を利用する車両の走行ルートとして
想定される道路沿道とする。 

調査地点 調査地域における騒音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果
的に把握できる地点とする。現地調査地点は、飛行場を利用する車両の走行が想定
される空港アクセス道路を考慮し、設定した。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 対象事業実施区域周辺の 23地点とする(道路交通騒音)。 
[現地調査] 対象事業実施区域周辺の 2地点とする(道路交通騒音)。 
2)沿道の状況 
[現地調査] 1)騒音の状況の現地調査地点と同様とする。 
3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 1)騒音の状況の現地調査地点と同様とする。 

調査期間
等 

調査地域における騒音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果
的に把握できる期間及び時期とする。 
1)騒音の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 1年間を通じて平均的な状況と考えられる 1日（平日･休日）とし、24
時間毎時測定とする。 

2)沿道の状況 
[現地調査] 1) 騒音の状況と同様とする。 
3)その他(交通量の状況) 
[現地調査] 1)騒音の状況と同様とする。 

予測の基
本的な手
法 

飛行場を利用する車両を対象とし、航空機の発着回数等に基づき設定する飛行場を
利用する車両の走行の程度から騒音の発生状況を想定して音の伝搬理論に基づく予
測式（日本音響学会の ASJ RTN-model 2018）により影響の程度を計算する方法とす
る。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも
のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 飛行場を利用する車両の運行による騒音の影響を受けるおそれがある地域とし、調
査地域と同じとする。 

予測地点 1)騒音の状況の現地調査地点と同じとする。 
予測対象 
時期等 

航空機の発着回数が最大となり、飛行場を利用する車両による騒音の影響が最大と
なると見込まれる時期とする。 

評価の手
法 

[環境影響の回避、低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、環境要素に及ぶおそ
れがある影響が、事業者の実行可能な範囲内で回避又は低減され、必要に応じその
他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて
評価する。 
[基準又は目標との整合性] 
「騒音に係る環境基準」あるいは騒音規制法に基づく「自動車騒音の要請限度」と
予測結果を比較し、その整合について評価する。 

主務省令に
基づき選定
する。 
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図 6.2-14 騒音（飛行場の施設の供用）に係る調査地点位置図 
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6.2.3  超低周波音 

超低周波音に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-15 に示す

とおりである。 

 

表 6.2-15 超低周波音（航空機の運航）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

超低周

波音 

航空機

の運航 

調査すべ

き情報 

1)航空機運航時の超低周波音(G特性音圧レベル及び 1/3オクターブバンド音圧レベ

ル) 

当該飛行場
の利用を予
定する航空
機は一般的
な運航が行
われるため、
標準的な手
法を選定す
る。 

 

 

【図 6.2-15】 

 

調査の基

本的な手

法 

現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析による方法とする。 

1)航空機運航時の超低周波音 

[現地調査] 「超低周波音の測定方法に関するマニュアル」（平成 12年、環境庁）に

基づき航空機による超低周波音を測定し、その結果を整理及び解析する方法とす

る。 

調査地域 航空機の運航による超低周波音の影響を受けるおそれがある地域とする。 

調査地点 調査地域における超低周波音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる地点とする。現地調査地点は、想定する飛行経路及び住居等

が集まっている地点を考慮し、設定した。 

1)航空機運航時の超低周波音 

[現地調査] 対象事業実施区域周辺の 12地点とする。 

調査期間

等 

調査地域における超低周波音の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切か

つ効果的に把握できる期間及び時期とする。 

1)航空機運航時の超低周波音 

[現地調査] 夏季及び冬季の年 2回、各地点 2日とする。 

予測の基

本的な手

法 

飛行する航空機を対象とし、現地調査結果の解析及び想定する現況及び将来の航空

機の飛行経路等を踏まえた、音の伝搬理論に基づく予測計算式による方法とする。 

環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも

のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 航空機の運航による超低周波音の影響を受けるおそれがある地域とし、調査地域と

同じとする。 

予測地点 1)航空機運航時の超低周波音の現地調査地点と同じとする。 

予測対象 

時期等 

航空機の発着回数が最大となり、航空機の運航による超低周波音の影響が最大とな

ると見込まれる時期とする。 

評価の手

法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、超低周波音の影響が、

事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応じその他

の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて評

価する。 

なお、その目安として、種々の超低周波音の影響に関する調査研究にもとづく心理

的影響、生理的影響、物理的影響に関する科学的知見を活用する。 

主務省令に

基づき選定

する。 
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図 6.2-15 超低周波音（航空機の運航）に係る調査地点位置図 
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6.2.4  振動 

振動に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-16、表 6.2-17 に

示すとおりである。 

 

表 6.2-16（1） 振動（資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 
 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

振動 資材及
び機械
の運搬
に用い
る車両
の運行 

調査すべ
き情報 

1)振動の状況 

2)地盤の状況 

3)その他（交通量の状況） 

工事の実施
に当たって
は、資材及び
機械の運搬
には一般的
な車両を使
用するため、
主務省令に
基づく参考
手法を選定
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 6.2-16】 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

による方法とする。 

1)振動の状況 

[文献その他の資料調査] 各自治体による測定結果の情報の収集並びに当該情報の
整理及び解析とする。 

[現地調査] 「振動規制法施行規則」（昭和 51年 11月、総理府令第 58号）に示さ

れる方法に基づき振動を測定し、その結果の整理及び解析を行う方法とする。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報
の整理及び解析とする。 

[現地調査] 1)振動の状況の現地調査結果について 1/3オクターブバンド分析器に

より周波数分析を行い、地盤卓越振動数を把握する方法とする。 

3)その他（交通量の状況） 

[現地調査] 1)振動の状況の現地調査と同時に、車種別、上下線方向別に時間毎の

交通量及び平均走行速度を計測する方法とする。 

調査地域 資材等運搬車両の運行による振動の影響を受けるおそれがある地域とし、振動の

伝搬の特性を踏まえて、資材等運搬車両の走行ルートとして想定される道路沿道

とする。 

調査地点 調査地域における振動の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効

果的に把握できる地点とする。現地調査地点は、資材等運搬車両の走行が想定さ

れる空港アクセス道路を考慮し、設定した。 

1)振動の状況 

[文献その他の資料調査] 対象事業実施区域周辺の 3地点とする(道路交通振動)。 
[現地調査] 対象事業実施区域周辺の 2地点とする(道路交通振動)。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 資材等運搬車両が走行すると想定される道路の沿道を含
む範囲とする。 

[現地調査] 1)振動の状況の調査地点と同様とする。 

3)その他（交通量の状況） 

[現地調査] 1)振動の状況の調査地点と同様とする。 

調査期間
等 

調査地域における振動の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効

果的に把握できる期間及び時期とする。 

1)振動の状況 

[現地調査] 1年間を通じて平均的な状況と考えられる 1日とし、平日の 24時間毎

時測定とする 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 1)振動の調査時に 1回とする。 

3)その他（交通量の状況） 

[現地調査] 1)振動の状況と同様とする。 
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表 6.2-16（2） 振動（資材等運搬車両の運行）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

振動 資材及
び機械
の運搬
に用い
る車両
の運行 

予測の基
本的な手
法 

本事業で運行する資材等運搬車両を対象とし、振動レベルの 80％レンジの上端値

を予測するための式を用いた計算又は事例の引用による方法とする。 

環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも

のは別途記載して評価において考慮する。 

工事の実施
に当たって
は、資材及
び機械の運
搬には一般
的な車両を
使用するた
め、主務省
令に基づく
参考手法を
選定する。 

予測地域 資材等運搬車両の走行による振動の影響を受けるおそれがある地域とし、調査地域

と同じとする。 

予測地点 1)振動の状況の現地調査地点と同じとする。 

予測対象 
時期等 

運行台数が最大となるなど、資材等運搬車両の運行による振動に係る環境影響が最

大となる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、道路交通振動の影

響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応

じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか

について評価する。 

[基準又は目標との整合] 

振動規制法に基づく「道路交通振動の要請限度」と予測結果を比較し、その整合

について評価する。 

主務省令に
基づき選定
する。 
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図 6.2-16 振動（資材等運搬車両の運行）に係る調査地点位置図 
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表 6.2-17（1） 振動（飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

振動 飛 行 場
の 施 設
の供用 

調査すべ
き情報 

1)振動の状況 

2)地盤の状況 

3)その他（交通量の状況） 

飛行場を利
用する車両
は一般的な
車両である
ため、標準的
な手法を選
定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 6.2-17】 
 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

による方法とする。 

1)振動の状況 

[文献その他の資料調査] 各自治体による測定結果の情報の収集並びに当該情報の
整理及び解析とする。 

[現地調査] 「振動規制法施行規則」（昭和 51年 11月、総理府令第 58号）に示さ

れる方法に基づき振動を測定し、その結果の整理及び解析を行う方法とする。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報
の整理及び解析とする。 

[現地調査] 1)振動の状況の現地調査結果について 1/3オクターブバンド分析器に

より周波数分析を行い、地盤卓越振動数を把握する方法とする。 

3)その他（交通量の状況） 

[現地調査] 1)振動の状況の現地調査と同時に、車種別、上下線方向別に時間毎の

交通量及び平均走行速度を計測する方法とする。 

調査地域 飛行場を利用する車両のアクセス道路走行による振動の影響を受けるおそれがあ

る地域とし、振動の伝搬の特性を踏まえて、資材等運搬車両の走行ルートとして

想定される道路沿道とする。 

調査地点 調査地域における振動の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効

果的に把握できる地点とする。現地調査地点は、飛行場を利用する車両の走行が

想定される空港アクセス道路を考慮し、設定した。 

1)振動の状況 

[文献その他の資料調査] 対象事業実施区域周辺の 3地点とする(道路交通振動)。 
[現地調査] 対象事業実施区域周辺の 2地点とする(道路交通振動)。 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 飛行場を利用する車両が走行すると想定される道路の沿
道を含む範囲とする。 

[現地調査] 1)振動の状況の調査地点と同様とする。 

3)その他（交通量の状況） 

[現地調査] 1)振動の状況の調査地点と同様とする。 

調査期間
等 

調査地域における振動の影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効

果的に把握できる期間及び時期とする。 

1)振動の状況 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 1年間を通じて平均的な状況と考えられる 1日（平日･休日）とし、24

時間毎時測定とする 

2)地盤の状況 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 1)振動の調査時に 1回とする。 

3)その他（交通量の状況） 

[現地調査] 1)振動の状況と同様とする。 
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表 6.2-17（2） 振動（飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

振動 飛行場
の施設
の供用 

予測の基
本的な手
法 

飛行場を利用する車両を対象とし、振動レベルの 80％レンジの上端値を予測する

ための式を用いた計算又は事例の引用による方法とする。 

環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも

のは別途記載して評価において考慮する。 

飛行場を利
用する車両
は一般的な
車両である
ため、標準
的な手法を
選定する。 

予測地域 飛行場を利用する車両の走行による振動の影響を受けるおそれがある地域とし、調

査地域と同じとする。 

予測地点 1)振動の状況の現地調査地点と同じとする。 

予測対象 
時期等 

航空機の発着回数が最大となり、飛行場を利用する車両による振動の影響が最大と

なると見込まれる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、道路交通振動の影

響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応

じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうか

について評価する。 

[基準又は目標との整合] 

振動規制法に基づく「道路交通振動の要請限度」と予測結果を比較し、その整合

について評価する。 

主務省令に
基づき選定
する。 
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図 6.2-17 振動（飛行場の施設の供用）に係る調査地点位置図 
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6.2.5  水質 

水質に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-18、表 6.2-18 に

示すとおりである。 

 

表 6.2-18（1） 水質（土砂による水の濁り：造成等の一時的影響）に係る調査、予測手法 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

土砂によ
る水の濁
り 

造成等
の施工
による
一時的
な影響 

調査すべ
き情報 

1)浮遊物質量（SS）の状況 
2)水温及び塩分の状況 
3)気象の状況 

工事の実施に
当たっては、
一般的な工法
を採用するた
め、主務省令
に基づく参考
手法を選定す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 6.2-18】 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に
よる方法とする。 
1)浮遊物質量（SS）の状況 
[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報
の整理及び解析とする。 

[現地調査] 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 12月 28日 環告 59
号）に基づき、浮遊物質量を測定し、結果を整理・解析する。 

2)水温及び塩分の状況 
[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報
の整理及び解析とする。 

3)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 気象庁アメダス観測データ等の情報の収集並びに当該情
報の整理及び解析による方法とする。 

調査地域 土砂による水の濁りの影響を受けるおそれがある地域とし、造成等の施工に伴い降
雨時の濁水が流出する可能性がある対象事業実施区域周囲の水路・海域を調査地域
とする。 

調査地点 土砂による水の濁りの影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的
に把握できる地点とする。現地調査地点は、雨水排水が放流される箇所及び工事中
の雨水排水に混入する可能性がある土砂を考慮し、設定した。 
1)浮遊物質量（SS）の状況 
[文献その他の資料調査] 調査地域内において実施された地点とする。 
[現地調査] 対象事業実施区域及びその周囲の 3地点とする。 
2)水温及び塩分の状況 
[文献その他の資料調査] 調査地域内において実施された地点とする。 
3)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 佐賀航空気象観測所とする。 

調査期間
等 

調査地域における土砂による水の濁りの影響を予測及び評価するために必要な情報
を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期とする。 
1)浮遊物質量（SS）の状況 
[文献その他の資料調査]至近の情報とする。 
[現地調査] 月 1回（12ヶ月）及び降雨時 2回の計 14回とする。 
2)水温及び塩分の状況、 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
3)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 至近の情報 10年間とする。 
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表 6.2-18（2） 水質（土砂による水の濁り：造成等の一時的影響）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

土砂に
よる水
の濁り 

造成等
の施工
による
一時的
な影響 

予測の基
本的な手
法 

本事業による造成等の施工を対象とし、施工計画及び降雨の状況等を考慮して、
水路では「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成 11年 建設省）等を
参考に、雨水の流出量等を踏まえ、浮遊物質量の増加量を算定し、水路で混合し
た後の濃度を算出する方法とする。海域では水路から排出される濁水の程度を想
定して、現況値と比較を行うことにより影響の程度を把握する方法とする。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難な
ものは別途記載して評価において考慮する。 

工事の実施
に当たって
は、一般的な
工法を採用
するため、主
務省令に基
づく参考手
法を選定す
る。 

予測地域 造成等の施工に伴う土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて、土砂による水
の濁りの影響を受けるおそれがある地域とし、調査地域と同じとする。 

予測地点 地域の特性及び土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて、予測地域における
土砂による水の濁りの影響を的確に把握できる地点とする。 

予測対象 
時期等 

造成等の施工により土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期とす
る。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、土砂による水の濁
りの影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必
要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているか
どうかについて評価する。 
[基準又は目標との整合] 
水路・海域の水の濁りについては、公害防止協定に定める水の濁りの監視基準
「100mg/L」を環境の保全に係る基準または目標とし、予測結果と比較し、その
整合について評価する。 

主務省令に
基づき選定
する。 
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図 6.2-18 水質（土砂による水の濁り：造成等の一時的影響）に係る調査地点位置図 
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表 6.2-19（1） 水質（水の汚れ：航空機の運航及び飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

水の汚れ 航空機
の運
航、飛
行場の
施設の
供用 

調査すべ
き情報 

1)水の汚れ(化学的酸素要求量及びその他項目)の状況  
2)気象の状況  
3)国又は地方公共団体による水質に係る規制等の状況 

有識者の助言
及び事業特
性・地域特性
を踏まえ選定
する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 6.2-19】 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に
よる方法とする。 
1)水の汚れ(化学的酸素要求量及びその他項目)の状況 
[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報
の整理及び解析とする。 

[現地調査] 「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46年 12月 28日 環告 59
号）等に基づき、化学的酸素要求量及びその他項目を測定し、結果を整理・解析
する。 

2)気象の状況 
[文献その他の資料調査] 気象庁アメダス観測データ等の情報の収集並びに当該情
報の整理及び解析による方法とする。 

3) 国又は地方公共団体による水質に係る規制等の状況 
[文献その他の資料調査] 法令等による情報の収集を行う。 

調査地域 航空機の運航及び飛行場の施設の供用による水の汚れの影響を受けるおそれがある
地域とし、飛行場の存在及び飛行場の施設の供用に伴い降雨時の汚水が流出する可
能性がある対象事業実施区域周囲の水路・海域を調査地域とする。 

調査地点 水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて、調査地域における水の汚れに係
る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握する地点
とする。  
1)水の汚れ(化学的酸素要求量及びその他項目) 
[文献その他の資料調査] 調査地域内において実施された地点とする。 
[現地調査]  
対象事業実施区域及びその周囲の 3地点（水路 2地点、海域 1地点）とする。  
2)気象の状況  
[文献その他の資料調査] 佐賀航空気象観測所の 1地点とする。  
3)国又は地方公共団体による水質に係る規制等の状況  
[文献その他の資料調査] 近接する河川及び海域とする。 

調査期間
等 

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて、調査地域における水の汚れに係
る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期
間及び時期とする。  
1)水の汚れ(化学的酸素要求量及びその他項目) 
[文献その他の資料調査]至近の情報とする。 
[現地調査] 4季調査及び降雨時 1回の計 5回とする。 
2)気象の状況  
[文献その他の資料調査]  至近の 10年間とする。  
3)国又は地方公共団体による水質に係る規制等の状況  
[文献その他の資料調査]  至近の情報とする。 
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表 6.2-19（2） 水質（水の汚れ：航空機の運航及び飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

水の汚
れ 

航空機

の運航 
、飛行
場の施
設の供
用 

予測の基
本的な手
法 

現況と将来の航空機の離発着数及び防除雪氷剤等の使用量の差を将来の負荷量とし、
現況の濃度に加えることにより計算する方法とする。海域では水路から排出される濃
度の程度を想定して、現況値と比較を行うことにより影響の程度を把握する方法と
する。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも
のは別途記載して評価において考慮する。 

続き 

予測地域 調査地域のうち、水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る
環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 

予測地点 地域の特性及び事業実施区域からの水の汚れの変化の特性を踏まえて、予測地域に
おける水の汚れの影響を的確に把握できる地点とする。 

予測対象 
時期等 

航空機の運航及び飛行場の施設の供用に伴う負荷量による水の汚れの影響が最大と
なると見込まれる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、航空機の運航及び
飛行場の施設の供用による水の汚れの影響が、事業者により実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され、必要に応じその他の方法により環境の保全につい
ての配慮が適正になされているかどうかについて評価する。 
[基準又は目標との整合] 
環境の保全に係る基準または目標とし、予測結果と比較し、その整合について評
価する。 

有識者の助言
及び事業特
性・地域特性
を踏まえ選定
する。 
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図 6.2-19 水質（水の汚れ：航空機の運航及び飛行場の施設の供用）に係る調査地点位置図 
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6.2.6  底質 

底質に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-20 に示すとおり

である。 

 

表 6.2-20 底質（航空機の運航及び飛行場の施設の供用）に係る調査、予測手法 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

底質 航空機
の運
航、飛
行場の
施設の
供用 

調査すべ
き情報 

1)底質の状況 有識者の助言
及び事業特
性・地域特性
を踏まえ選定
する。 
 
 
 
 
 
 
【図 6.2-20】 

 
 

調査の基
本的な手
法 

現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析による方法とする。  
1)底質の状況  
[現地調査] 
「底質調査方法」（平成 24年年 8月、環境省）に基づき、亜鉛、鉛等の重金属及び
その他項目を測定し、結果を整理・解析する。 

調査地域 航空機の運航及び飛行場の施設の供用による汚濁物質（水の汚れ）の影響を受ける
おそれがある地域とし、飛行場の存在及び飛行場の施設の供用に伴い汚濁物質が堆
積する可能性がある対象事業実施区域周囲の水路・海域を調査地域とする。 

調査地点 底質の特性を踏まえて，調査地域における汚濁物質の堆積に係る環境影響を予測及
び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握する地点とする。  
1)底質の状況  
[現地調査] 
対象事業実施区域及びその周囲の 3地点（水路 2地点，海域 1地点）とする。 

調査期間
等 

底質の特性を踏まえて，調査地域における汚濁物質の堆積に係る環境影響を予測及
び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期とする。  
1)底質の状況  
[現地調査] 晴天時１回とする。 

予測の基
本的な手
法 

現況と将来の航空機の離発着数及び防除雪氷剤等の使用量の差を将来の負荷量とし、
現況の濃度に加えることにより計算する方法とする。海域では水路から排出される濃
度の程度を想定して、現況値と比較を行うことにより影響の程度を把握する方法と
する。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも
のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 調査地域のうち、水域の特性及び汚濁物質（水の汚れ）の変化の特性を踏まえて汚
濁物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 

予測地点 土砂による水の濁りの変化の特性を踏まえて，予測地域における土砂による水の濁
りに係る環境影響を的確に把握できる地点とする。 
地域の特性及び事業実施区域からの汚濁物質（水の汚れ）の変化の特性を踏まえ
て、予測地域における汚濁物質の影響を的確に把握できる地点とする。 

予測対象 
時期等 

航空機の運航及び飛行場の施設の供用に伴う負荷量による汚濁物質（水の汚れ）の
影響が最大となると見込まれる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、航空機の運航及び
飛行場の施設の供用の影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避
又は低減され、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正に
なされているかどうかについて評価する。 
[基準又は目標との整合] 
環境の保全に係る基準または目標とし、予測結果と比較し、その整合について評
価する。 

有識者の助言
及び事業特
性・地域特性
を踏まえ選定
する。 
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図 6.2-20 底質（航空機の運航及び飛行場の施設の供用）に係る調査地点位置図 
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6.2.7  動物 

動物に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-21～表 6.2-23 に

示すとおりである。 

 

表 6.2-21 動物（陸生動物：造成等の一時的影響、飛行場の存在）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

陸生動
物 

造成等
の施工
による
一時的
な影響 
 
飛行場
の存在 

調査すべ
き情報 

1)陸生動物相の状況 
2)陸生動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 
3)注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である陸生動物の種の
生息状況及び生息環境の状況 

工事の実施
にあたって
は、一般的
な工法を採
用 す る た
め、標準的
な手法を選
定する。 
 
一般的な航
空機が使用
する滑走路
等を整備す
るため、主
務省令に基
づく参考手
法を選定す
る。 
 
 
 
 
【図 6.2-21】 
 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析によ
る方法とする。 
[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報の整
理及び解析による方法とする。 

[現地調査] 以下の調査方法により現地で観察や採集を行うことにより情報の収集並び
に当該情報の整理及び解析を行う。 

哺乳類：目撃法,フィールドサイン法,トラップ法,バットディテクター,無人撮影法 
鳥類：定点観察法、ラインセンサス法、任意観察法 
鳥類（猛禽類）：定点観察法（「チュウヒの保護の進め方」（平成 28年、環境省）に基

づく移動定点による行動圏調査）、任意観察法 
両生類・爬虫類：直接観察法 
昆虫類：任意採集法、ライトトラップ法、ベイトトラップ法、目撃法 
昆虫類（昆虫類のうち、水生昆虫類）：任意採集法、目撃法 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。なお、広範囲な行動圏を有する鳥類で
は、定点において他の陸生動物相調査よりも広い調査範囲を確認するものとする。た
だし、文献調査についてはさらに広域的な情報を得るため、より広範囲に設定する。 

調査地点 動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る
環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地
点とする。調査地点は、造成等の施工により改変される範囲を考慮し、設定した。 
[文献その他の資料調査] 対象事業実施区域及びその周囲とする。 
[現地調査] 調査地域内に生息する陸生動物を確認しやすい場所に調査地点又は調査ル
ートを設定する。 

調査期間
等 

陸生動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に
係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握でき
る期間、時期及び時間帯とする。 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 
哺乳類：4季（春季,夏季,秋季,冬季）、各1日程度（トラップ等の設置・回収は除く） 
鳥 類：4季（春季,夏季,秋季,冬季）、春・秋の渡り時期の各1日程度 
鳥 類（猛禽類）：11月～6月に各月1回2日連続 
両生類・爬虫類：3季（春季,夏季、秋季）、各1日程度 
昆虫類：3季（春季,夏季,秋季）、各1日程度 
水生昆虫類：2季（冬から早春（2～3月）、初夏（5月～6月上旬））、各1日程度 

予測の基
本的な手
法 

陸生動物の重要な種の生息環境及び注目すべき生息地と事業計画とを重ね合わせるこ
とにより、生息環境の改変の程度を定性的に予測する方法とする。環境保全措置は、
可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なものは別途記載して評
価において考慮する。 

予測地域 調査地域のうち、陸生動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に
係る環境影響を受けるおそれがある地域とする。 

予測対象 
時期等 

造成等の施工による生息環境の改変が最大となる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、陸生動物への影響が、
事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応じその他の
方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて評価す
る。 

主務省令
に基づき
選 定 す
る。 
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図 6.2-21 動物（陸生動物：飛行場の存在）に係る調査地点位置図 
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表 6.2-22 動物（陸生動物：航空機の運航）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 

の区分 
影響要因 
の区分 

陸生動
物 
 

航空機
の運航 

調査すべ
き情報 

1)陸生動物相の状況 
2)陸生動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 
3)注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である陸生動物の種
の生息状況及び生息環境の状況 

当該飛行場
を利用する
航空機は一
般的な運航
が行われる
ため、標準的
な手法を選
定する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 6.2-22】 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に
よる方法とする。 
[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報の
整理及び解析による方法とする。 

[現地調査] 以下の調査方法により鳥類について現地で観察を行うことにより情報の
収集並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

鳥類：定点観察法（バードストライク調査） 

調査地域 広範囲な行動圏を有する鳥類を、対象事業実施区域周辺の範囲において確認するもの
とする。ただし、文献調査についてはさらに広域的な情報を得るため、より広範囲に
設定する。 

調査地点 調査地域における鳥類の重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測及び
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。現地調査地点
は、航空機の飛行経路等を考慮しバードストライクの発生可能性が高い地上 50m程度
までの高度での鳥類の飛翔状況が確認できる地点とした。 
[文献その他の資料調査] 対象事業実施区域及びその周囲とする。 
[現地調査] 鳥類：対象事業実施区域内の 4地点 

調査期間
等 

調査地域における鳥類の重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測及び
評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期とする。 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 
鳥 類(ﾊﾞｰﾄﾞｽﾄﾗｲｸ)：4季（春季、夏季、秋季、冬季）、繁殖期（5月～6月）、 

春・秋の渡り時期の各1日 

予測の基
本的な手
法 

鳥類の重要な種の飛翔状況及び注目すべき生息地における飛翔状況と将来の飛行コ
ースや飛行高度とを重ね合わせることにより、鳥衝突の可能性とそれがもたらす生息
環境の変化の程度を定性的に予測する方法とする。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なもの
は別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 調査地域のうち、鳥類の重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそ
れがあると認められる地域とする。 

予測対象 
時期等 

航空機の発着回数が最大となる鳥類の重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影
響を的確に把握できる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、鳥類への影響が、事
業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応じその他の
方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて評価
する。 

主務省令に
基づき選定
する。 
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図 6.2-22 動物（陸生動物：航空機の運航）に係る調査地点位置図 
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表 6.2-23 動物（水生動物：造成等の一時的影響、航空機の運航及び飛行場の施設の供用）

に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

水生動
物 
 

造成等
の施工
による
一時的
な影響 
 
航空機
の運航
及び飛
行場の
施設の
供用 

調査すべ
き情報 

1)水生動物相の状況 
2)水生動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 
3)注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である水生動物の種
の生息状況及び生息環境の状況 

工事の実施
に当たって
は、一般的な
工法を採用
するため、標
準的な手法
を選定する。 
 
航空機の運
航及び飛行
場の供用に
伴い、一般的
な運航及び
施設の供用
が行われる
ため、標準的
な手法を選
定する。 
 
 
【図 6.2-23】 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に
よる方法とする。 
[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報の
整理及び解析による方法とする。 

[現地調査] 以下の調査方法により現地で観察や採集を行うことにより情報の収集並
びに当該情報の整理及び解析を行う。 

魚類  ：任意採集法（水路・海域） 
底生動物：任意採集法（水路・海域） 

調査地域 土砂による水の濁りの影響、航空機の運航及び飛行場の施設の供用による水の汚れ
の影響を受けるおそれがある地域とし、濁水及び水の汚れが流出する可能性がある
対象事業実施区域周囲の水路・海域を調査地域とする。 

調査地点 調査地域における水生動物の重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測
及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 
[文献その他の資料調査] 調査地域内を対象とする。 
[現地調査] 
魚類  ：対象事業実施区域内の 8地点（水路・海域） 
底生動物：対象事業実施区域内の 8地点（水路・海域） 

調査期間
等 

水生動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地
に係る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握でき
る期間及び時期とする。 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 
魚類  ：2季（初夏季、秋季～冬季）、各 1日程度 
底生動物：2季（初夏季、秋季～冬季）、各 1日程度 

予測の基
本的な手
法 

水生動物の重要な種及び注目すべき生息地について、工事により発生する濁水及び供
用時に発生する汚濁物質（水の汚れ）による生息環境の変化の程度を定性的に予測す
る方法とする。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なもの
は別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 調査地域のうち、水生動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に
係る環境影響を受けるおそれがある地域とする。 

予測対象 
時期等 

造成等の施工により土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期とする。 
航空機の運航及び飛行場の施設の供用に伴う負荷量による汚濁物質（水の汚れ）の影
響が最大となると見込まれる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、水生動物への影響
が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応じそ
の他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについ
て評価する。 

主務省令に
基づき選定
する。 
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図 6.2-23 動物（水生動物：造成等の一時的影響、航空機の運航及び飛行場の施設の供用）に係る調査地点位置図 
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6.2.8  植物 

植物に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-24～表 6.2-25 に

示すとおりである。 

 

表 6.2-24 植物（陸生植物：造成等の一時的影響、飛行場の存在）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

陸生植
物 

造成等
の施工
による
一時的
な影響 
 
飛行場
の存在 

調査すべ
き情報 

1)陸生植物相及び植生の状況 

2)陸生植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

工事の実施に
あたっては、
一般的な工法
を採用するた
め、標準的な
手法を選定す
る。 
 
滑走路等を整
備することに
より、土地の
改変を行うた
め、主務省令
に基づく参考
手法を選定す
る。 
 
 
【図 6.2-24】 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に

よる方法とする。 

[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報の

整理及び解析による方法とする。 

[現地調査] 以下の調査方法により現地で観察や採取を行うことにより情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析を行う。 

植物相：任意踏査法 

植 生：任意踏査法、植物社会学的手法（ブラウン・ブランケ法） 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。ただし、文献調査については広域的

な情報を得るため広範囲に設定する。 

調査地点 調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測及び評価するために必要

な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。現地調査地点は、造成等の施工

により改変される範囲を考慮し、設定した。 

[文献その他の資料調査] 調査地域内を対象とする。 

[現地調査] 調査地域内に生育する陸生植物を確認しやすい場所に調査地点又は調査

ルートを設定する。 

調査期間
等 

陸生植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係

る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期

間及び時期とする。 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 

[現地調査] 

植物相：3季（春季、夏季、秋季）、各1日程度 

植 生：2季（夏季、秋季）、各1日程度 

予測の基
本的な手
法 

陸生植物の重要な種及び群落の確認地点と事業計画を重ね合わせることにより、生

育環境の改変の程度を定性的に予測する方法とする。 

環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも

のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 調査地域のうち、陸生植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落にか

かる環境影響を受けるおそれがある地域とする。 

予測対象 
時期等 

造成等の施工による生育環境の改変が最大となる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、陸生植物への影響

が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応じそ

の他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについ

て評価する。 

主務省令に

基づき選定

する。 
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図 6.2-24 植物（陸生植物：造成等の一時的影響、飛行場の存在）に係る調査地点位置図 
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表 6.2-25 植物（水生植物：造成等の一時的影響、航空機の運航及び飛行場の施設の供用）

に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

水生植
物 

造成等
の施工
による
一時的
な影響 
 
航空機
の運航
及び飛
行場の
施設の
供用 

調査すべ
き情報 

1)水生植物相及び植生の状況 

2)水生植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 

工事の実施に
当たっては、一
般的な工法を
採用するため、
標準的な手法
を選定する。 
 
航空機の運航
及び飛行場の
供用に伴い、一
般的な運航及
び施設の供用
が行われるた
め、標準的な手
法を選定する。 
 
 
【図 6.2-25】 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析
による方法とする。 
[文献その他の資料調査] 文献その他の資料調査による情報の収集並びに当該情報
の整理及び解析による方法とする。 

[現地調査] 以下の調査方法により現地で観察や採取を行うことにより情報の収集
並びに当該情報の整理及び解析を行う。 

植物相：任意採集法（水路・海域） 

調査地域 土砂による水の濁りの影響、航空機の運航及び飛行場の施設の供用による水の汚

れの影響を受けるおそれがある地域とし、濁水及び水の汚れが流出する可能性が

ある対象事業実施区域周囲の水路・海域を調査地域とする。 

調査地点 調査地域における水生植物の重要な種及び群落に係る環境影響を予測及び評価す
るために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とする。 
[文献その他の資料調査] 調査地域内を対象とする。 
[現地調査] 
植物相：対象事業実施区域内の 1エリア（水路）、4地点（海域） 

調査期間
等 

水生植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に

係る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握でき

る期間及び時期とする。 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 

[現地調査] 

植物相：3季（春季、夏季、秋季）、各1日程度 

予測の基
本的な手
法 

水生植物の重要な種及び群落について、工事により発生する濁水及び供用時に発生
する汚濁物質（水の汚れ）による生育環境の変化の程度を定性的に予測する方法と
する。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも

のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 調査地域のうち、水生植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落にか

かる環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 

予測対象 
時期等 

造成等の施工により土砂による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期とする。 

航空機の運航及び飛行場の施設の供用に伴う負荷量による汚濁物質（水の汚れ）の

影響が最大となると見込まれる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、水生植物への影響

が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応じ

その他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかに

ついて評価する。 

主務省令に基

づ き 選 定 す

る。 

 

 



 

 

6
-
6
7 

 

 

図 6.2-25 植物（水生植物：造成等の一時的影響、航空機の運航及び飛行場の施設の供用）に係る調査地点位置図 
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6.2.9  生態系 

生態系に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-26 に示すとお

りである。 

 

表 6.2-26 生態系（造成等の一時的影響、飛行場の存在、航空機の運航及び飛行場の施設の

供用）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

地域を
特徴づ
ける生
態系 
 

造成等の
施工によ
る一時的
な影響、 
 
飛行場の
存在、 
 
航空機の
運航及び
飛行場の
施設の供
用 

調査すべ

き情報 

1)動植物その他の自然環境に係る概況 

2)複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境もしくは生育環境の

状況 

工事の実施に
当たっては、一
般的な工法を
採用するため、
標準的な手法
を選定する。 
 
一般的な航空
機が使用する
滑走路等を整
備するため、主
務省令に基づ
く参考手法を
選定する。 
 
航空機の運航
及び飛行場の
供用に伴い、一
般的な運航及
び施設の供用
が行われるた
め、標準的な手
法を選定する。 
 
 

調査の基

本的な手

法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析

による方法とする。 

[文献その他の資料調査] 国、地方自治体で作成している資料、環境アセスメン
ト等の報告書、博物館・環境団体等で刊行している学術文献、定期刊行物、公
益法人で刊行している資料、個人研究資料等の収集並びに当該情報の整理及び
解析による方法とする。 

[現地調査] 「動物」「植物」の現地調査結果による情報の収集並びに当該情報の
整理及び解析による方法とする。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。生態系構成要素や食物連鎖の検討のため

の調査地域としては植生及び動物が主要な構成要素であることから「動物」「植

物」と同様の調査地域とする。ただし、文献調査については、広域的な情報を得

るため広範囲に設定する。 

調査地点 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、調査地域における

注目種等に係る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的

に把握できる地点又は経路とし、「動物」「植物」と同様とする。 

調査期間

等 

動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえ、調査地城における

注目種等に係る環境影響を予測及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的

に把握できる期及び時期とする。 
[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 
[現地調査] 調査期間は、「動物」「植物」と同様とする。 

予測の基

本的な手

法 

注目種等ついて、工事により発生する濁水及び供用時に発生する汚濁物質（水の

汚れ）による生息・生育環境の変化の程度を定性的に予測する方法、または、注

目種等の確認地点と事業計画を重ね合わせることにより、生息・生育環境の改変

の程度を定性的に予測する方法とする。 

環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難な

ものは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて

注目種等に係る環境影響を受けるおそれがある地域とする。 

予測対象 

時期等 

造成等の施工、飛行場の存在、航空機の運航及び飛行場の施設の供用による生

息・生育環境の変化が最大となる時期並びに動植物その他の自然環境の特性・注

目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期とす

る。 

評価の手

法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、生態系への影響
が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応
じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどう
かについて評価する。 

主務省令に基

づ き 選 定 す

る。 
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6.2.10  人と自然との触れ合いの活動の場 

人と自然との触れ合いの活動の場に係る調査、予測の手法並びにその選定理由について

は、表 6.2-27 示すとおりである。 

 

表 6.2-27 人と自然との触れ合いの活動の場（飛行場の存在）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 
調査、予測及び評価の手法 選定の理由 

環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

主要な
人と自
然との
触れ合
いの活
動の場 

飛行場
の存在 

調査すべ
き情報 

1)人と自然との触れ合いの活動の場の概況 

2)主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 

一般的な航
空機が使用
する滑走路
等を整備す
るものであ
るため、主
務省令に基
づく参考手
法を選定す
る。 
 
 
【図 6.2-26】 
 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に

よる方法とする。 

[文献その他の資料調査] 観光案内図等による情報の収集並びに当該情報の整理及び

解析による方法とする。 

[現地調査] ヒアリング及び現地踏査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解

析による方法とする。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲の地域とする。 

調査地点 調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測及

び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点とし、調査地域内

の自然との触れ合いの活動の場とする。 

[文献その他の資料調査] 調査地域内とする。 

[現地調査] 対象事業実施区域周辺の 2地点（佐賀空港公園、川副さくらロード）と

する。 

調査期間
等 

調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測及

び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期とする。 

[文献その他の資料調査] 至近の情報とする。 

[現地調査] 3季（春季、夏季、秋季）、休日の各 1日程度 

予測の基
本的な手
法 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、その分布及び利用環境の改変の

程度を事例の引用又は定性的に予測する方法とする。 

環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難なも

のは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自

然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがある地域とする。 

予測対象 
時期等 

飛行場の存在による主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確

に把握できる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、人と自然との触れ合

いの活動の場への影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低

減され、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされ

ているかどうかについて評価する。 

主務省令に

基づき選定

する。 

 

 



 

 

6
-
7
0 

 

 

 

図 6.2-26 人と自然との触れ合いの活動の場（飛行場の存在）に係る調査地点位置図 
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6.2.11  廃棄物等 

廃棄物等に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-28 に示すと

おりである。 

 

表 6.2-28 廃棄物等（建設工事に伴う副産物：造成等の一時的影響）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

建設工
事に伴
う副産
物 

造成等
の施工
による
一時的
な影響 

調査すべ
き情報 

1)廃棄物の処理並びに処分等の状況 工事の実施に
当たっては、
一般的な工法
を採用するた
め、主務省令
に基づく参考
手法を選定す
る。 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析による方法とす
る。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測の基
本的な手
法 

施工計画及び既設構造物の状況を基に、アスファルト・コンクリート塊、建設発生
木材、建設発生土等の建設工事に伴う建設副産物の種類ごとの発生の状況の把握を
行う方法とする。 
プラスチック資源循環に関する取組等を含めた環境保全措置は、可能なものは予測
に反映するとともに、予測への反映が困難なものは別途記載して評価において考慮
する。 

予測地域 対象事業実施区域とする。 

予測対象 
時期等 

工事期間とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、廃棄物等の影響が、

事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に応じその他

の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて評

価する。 

主務省令に基
づき選定す
る。 
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6.2.12  温室効果ガス等 

温室効果ガス等に係る調査、予測の手法並びにその選定理由については、表 6.2-29～表 

6.2-30 に示すとおりである。 

 

表 6.2-29 温室効果ガス等（二酸化炭素：建設機械の稼働、資材等運搬車両の運行）に係る

調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

二酸化 
炭素 

建設機
械の稼
働 
 
資材運
搬車両
の運行 

調査すべ
き情報 

1)二酸化炭素の排出係数及びエネルギー使用量 当該飛行場を
利用する航空
機については、
一般的な運航
が行われるた
め、標準的な手
法を選定する。 
 
当該飛行場で
は一般的な施
設の供用が行
われるため、標
準的な手法を
選定する。 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析による方法と
する。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測の基
本的な手
法 

施工計画に基づく建設機械の稼働の程度及び資材等運搬車両の運行の程度から、
対象発生源毎にエネルギー消費量等を把握し、これに排出係数を乗じて温室効果
ガスの排出量を算出する方法とする。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難な
ものは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測対象 
時期等 

工事期間とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、温室効果ガス等の

影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に

応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどう

かについて評価する。 

主務省令に基
づき選定す
る。 

 

 

表 6.2-28 温室効果ガス等（その他の温室効果ガス等：建設機械の稼働、資材等運搬車両 

の運行）に係る調査、予測手法等 
環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

その他
の温室
効果ガ
ス等 

建設機
械の稼
働 
 
資材運
搬車両
の運行 

調査すべ
き情報 

1)その他の温室効果ガス等の排出係数及びエネルギー使用量 当該飛行場を
利用する航空
機については、
一般的な運航
が行われるた
め、標準的な手
法を選定する。 
 
当該飛行場で
は一般的な施
設の供用が行
われるため、標
準的な手法を
選定する。 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析による方法と
する。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測の基
本的な手
法 

施工計画に基づく建設機械の稼働の程度及び資材等運搬車両の運行の程度から、
対象発生源毎にエネルギー消費量等を把握し、これに排出係数を乗じて温室効果
ガスの排出量を算出する方法とする。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難な
ものは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測対象 
時期等 

工事期間とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、温室効果ガス等の

影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に

応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどう

かについて評価する。 

主務省令に基
づき選定す
る。 
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表 6.2-29 温室効果ガス等（二酸化炭素：航空機の運航、飛行場の施設の供用）に係る 

調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

二酸化 
炭素 

航空機
の運航 
 
飛行場
の施設
の供用 

調査すべ
き情報 

1)二酸化炭素の排出係数及びエネルギー使用量 当該飛行場を
利用する航空
機については、
一般的な運航
が行われるた
め、標準的な手
法を選定する。 
 
当該飛行場で
は一般的な施
設の供用が行
われるため、標
準的な手法を
選定する。 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析による方法と
する。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測の基
本的な手
法 

航空機の飛行及び地上走行、駐機中に稼働する APU（補助動力装置）、GSE車両等
の走行、空港施設での燃料の燃焼を対象とし、現況及び将来の航空機の発着回数
及び飛行経路、GSE車両の台数及び走行経路、空港施設の稼働の程度等から航空機
の運航等による対象発生源毎のエネルギー消費量等を把握し、これに排出係数を
乗じて温室効果ガスの排出量を算出する方法とする。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難な
ものは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測対象 
時期等 

航空機の発着回数が最大となり、二酸化炭素に係る環境影響を適切に予測できる
時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、温室効果ガス等の
影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に
応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどう
かについて評価する。 

主務省令に基
づき選定する。 

 

 

表 6.2-30 温室効果ガス等（その他の温室効果ガス等：航空機の運航、飛行場の施設の 

供用）に係る調査、予測手法等 

環境影響評価の項目 

調査、予測及び評価の手法 選定の理由 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

その他
の温室
効果ガ
ス等 

航空機
の運航 
 
飛行場
の施設
の供用 

調査すべ
き情報 

1)その他の温室効果ガス等の排出係数及びエネルギー使用量 当該飛行場を
利用する航空
機については、
一般的な運航
が行われるた
め、標準的な手
法を選定する。 
 
当該飛行場で
は一般的な施
設の供用が行
われるため、標
準的な手法を
選定する。 

 

調査の基
本的な手
法 

文献その他の資料による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析による方法と
する。 

調査地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測の基
本的な手
法 

航空機の飛行及び地上走行、駐機中に稼働する APU（補助動力装置）、GSE車両等
の走行、空港施設での燃料の燃焼を対象とし、現況及び将来の航空機の発着回数
及び飛行経路、GSE車両の台数及び走行経路、空港施設の稼働の程度等から航空機
の運航等による対象発生源毎のエネルギー消費量等を把握し、これに排出係数を
乗じて温室効果ガスの排出量を算出する方法とする。 
環境保全措置は、可能なものは予測に反映するとともに、予測への反映が困難な
ものは別途記載して評価において考慮する。 

予測地域 対象事業実施区域及びその周囲とする。 

予測対象 
時期等 

航空機の発着回数が最大となり、その他の温室効果ガス等に係る環境影響を適切
に予測できる時期とする。 

評価の手
法 

[回避又は低減に係る評価] 
調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討結果を踏まえ、温室効果ガス等の
影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減され、必要に
応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどう
かについて評価する。 

主務省令に基
づき選定する。 
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6.3 専門家等の助言内容 

環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定にあたり、専門家等に技術

的助言を受けた。 

専門家等の専門分野及び技術的助言の内容は、表 6.3-1 に示すとおりである。 

 

表 6.3-1 専門家等の助言の内容 

専門家等の 

専門分野 

技術的助言の内容 

項目 内容 

大気質 大気質 

温室効果ガス等 

 滑走路延長に伴う大気質の影響範囲を的確に判断し、現地調査地点及び

予測・評価地点の選定を行うこと。また、工事車両の運行は法令遵守と

し、建設機械の稼働時は空ぶかし等を行わないなど CO2の削減に努めるこ

と。 

騒音・振動 騒音 

振動 

航空機騒音については、本事業により将来予想される飛行ルートや離着

陸の際の飛行高度等について、十分に勘案した調査及び予測・評価を行う

こと。また、供用後の事後調査についても同様に、現状のモニタリング地

点に新たに影響が生じると考えられるエリアを加味した調査地点の選定に

あたること。 

水質 水質 水質（水の汚れ）と底質については、本事業による影響は無いとしてい

るが、空港施設の建設前に立ち返り、航空機の運航及び空港施設の供用に

より排出される汚染物質の現状を把握した上で、方法書において検討すべ

き項目の選定を行うこと。 

動物 動物（両生類、爬

虫類、哺乳類、昆

虫類、魚類、生態

系） 

本対象事業実施区域は、空港建設後に本格的な環境調査は実施されてお

らず生物相は明らかではない。当区域は、人工的に整備された干拓地であ

り、隣接する農地からの農薬散布の影響を強く受けていること、空港の維

持管理において除草作業等を定期的に実施していることから、動物の生息

環境としては脆弱であり、特筆すべき動物は少ないと考えられる。よって、

一般的な調査および予測・評価を行うことでよい。 

動物 動物（鳥類） 本対象事業実施区域におけるチュウヒの繁殖に関する知見は無いことか

ら、十分に留意して調査を実施すること。また、バードストライクの調査

および予測・評価に関しては、他空港の事例等を参照し適切な予測・評価

を行うこと。 

生物生態工学 植物 本対象事業実施区域は、隣接する農地からの農薬散布や空港の維持管理

（除草作業等）による生育環境の攪乱を受ける区域であることから、陸域・

水路内共に特筆すべき植物が少ないと考えられる。また、外来種が侵入し

ている可能性があることから、その点に配慮した調査および予測・評価を

行うこと。 

景観 景観 環境影響評価の対象外とすることに異論はない。 

地形・地質 地形・地質 環境影響評価の対象外とすることに異論はない。 

 


	第 6 章　 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法
	6.1 　環境影響評価の項目の選定
	6.1.1  環境影響評価の項目
	6.1.2  環境影響評価の項目の選定及び非選定の理由

	6.2 調査、予測及び評価の手法
	6.2.1  大気質
	6.2.2  騒音
	6.2.3  超低周波音
	6.2.4  振動
	6.2.5  水質
	6.2.6  底質
	6.2.7  動物
	6.2.8  植物
	6.2.9  生態系
	6.2.10  人と自然との触れ合いの活動の場
	6.2.11  廃棄物等
	6.2.12  温室効果ガス等

	6.3 専門家等の助言内容




